
見附市教育委員会告示第６号 

見附市就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 令和８年３月２４日 

             見附市教育委員会教育長  渡邊 茂夫 

   見附市就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱 

見附市就学援助費支給要綱（平成２０年見附市教育委員会告示第７号）の一部

を次のように改正する。 

第３条に次の１号を加える。 

（１２） 地域クラブ活動費 

 第４条中「児童若しくは生徒が就学している学校長を経由し、又は直接、」を

削る。 

第７条中「又は学校長」を削る。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


